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答申第９８号

（諮問第１１７号）

答 申

第１ 審査会の結論

大分県知事（以下「実施機関」という。）が平成２７年７月２３日付けで行った

個人情報一部開示決定処分については、勤務評定書の「評価コメント記入欄」及

び「被評定者の将来性、昇任、勤務替等についての意見」の部分を除き、開示す

べきである。

第２ 異議申立てに至る経緯

１ 個人情報の開示請求

異議申立人は、大分県個人情報保護条例（平成１３年大分県条例第４５号。以

下「条例」という。）第１３条第１項の規定により、平成２７年７月１５日付け

で、実施機関に対して、次を内容とする個人情報開示請求（以下「本件開示請求」

という。）を行った。

・平成○○年度の勤務評定書のうち、私に関する情報

２ 実施機関の決定

実施機関は、本件開示請求に係る個人情報が記録された公文書として「勤務評

定書（課長級（所属長除く）以下用）」（以下「本件対象公文書」という。）を特

定し、次の理由により一部開示決定を行い、平成２７年７月２３日付けで異議申

立人に通知した。

（不開示理由）

条例第１５条第３号該当

（当該文書中の評定欄、評価コメント記入欄、総合評定欄、被評定者の将来性、

昇任、勤務替等についての意見欄には、あなたの勤務成績に関する記録等が記載

されており、これを開示することにより、将来の同種の事務において、被評定者

から非難、反発等が生ずることを懸念して、評定者が適切な評定が行えなくなる

など、評定制度の適正な運用に支障を及ぼすおそれがあるため。）

３ 本件異議申立て

異議申立人は、上記の一部開示決定について、行政不服審査法（昭和３７年法

律第１６０号）第６条の規定により、平成２７年７月２７日付けで、実施機関に

対して、異議申立て（以下「本件異議申立て」という。）を行った。
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第３ 異議申立人の主張の要旨

１ 異議申立ての趣旨

異議申立てに係る処分を取り消す、との決定を求める。

２ 異議申立ての理由

異議申立人の主張は、おおむね次のとおりである。

(1) 勤務評定の記録などについては、○○○○○○や○○○○○○○○○○○○た

ちとの面談において異議申立人へ口頭で伝えられており、既に知り得ている情報

であるため、評定制度の適正な運用に支障を及ぼすことはない。

(2) 勤務評定については、所属長とのヒアリングにおいて既に口頭で伝えられてお

り、勤務評定書を全面的に開示しても、今後の評価に支障を及ぼすものではない。

また、評価者及び被評価者とも既に退職しているため、勤務評定書を全面的に

開示したとしても今後の勤務評定制度の遂行に支障を及ぼすおそれはあり得ない

し、今後の評価を行うこととなる評価者に心理的影響を与えることもなく、将来

の同種の事務の適正な遂行に支障を及ぼす恐れは認められない。

なお、平成○○年度の勤務評定書は開示されているにもかかわらず、平成○○

年度の勤務評定書が開示されないことは、開示しない理由として失当である。

第４ 実施機関の主張の要旨

本件異議申立てに対する実施機関の説明は、おおむね次のとおりである。

１ 本件開示請求対象個人情報の意義、性格について

本件対象公文書は、職員の能力・適性を把握し、人事管理や人材育成等を行う

ことを目的として、平成○○年○月○日から平成○○年○○月○○日までを評定

期間として、異議申立人が当時在籍していた○○○○○○○○○○○○○○○○

（評定者）が、被評定者である異議申立人の勤務状況や勤務成績等について、評

定項目ごとに意見や評価等を記した上で、ＡからＥまでの５段階による総合評定

結果を記載したものである。

勤務評定結果については、大分県職員勤務評定規程（平成１７年大分県訓令甲

第１９号）第１０条の規定により、評定の結果を本人に開示することが職員の指

導監督上必要である場合や評定制度の適正な運用に支障を及ぼすおそれがない場

合を除き、原則開示しないこととしており、総合評定結果がＡからＥの５段階中、

「Ｅ」又は「Ｄ」の評価となった職員については、人材育成の観点から指導監督

が特に必要であると認められることから、勤務評定結果がＥ又はＤである旨を当

該職員に口頭で伝え、職務遂行能力の向上に向けた指導及び支援を行っているも

のである。

２ 本件開示請求対象個人情報の条例第１５条第３号該当性について

勤務評定制度を適正に運用するためには、職員の日頃の勤務状況を的確に把握

し、これを評価することが重要であって、そのためには、評価者の率直な評価が

得られなければ、勤務評定制度の目的である適正な人事管理及び人材育成を図る
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ことができない。このため、勤務評定書をこのまま本人に開示することとなれば、

評価者は、被評価者との関係を悪化させたくないという気持ちや、被評価者から

の個別の評価についての反論・非難へのおそれから、評価者が被評価者に不利益

な記載を避ける等、適正な評価が行われなくなるおそれがあり、勤務評定制度の

適正な事務遂行に支障を及ぼすおそれがある。

なお、評価者及び被評価者の双方とも既に退職しているため、勤務評定書を開

示したとしても今後の勤務評定制度の事務遂行に支障を及ぼすおそれはないとの

考え方もあり得るが、前述の開示に伴うこのような「おそれ」は、今後評価を行

うこととなる評価者に心理的影響を与え得ることから、将来の同種の事務の適正

な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるものであり、評価者又は被評価

者が既に退職している場合も同様であると考えられる。

第５ 審査会の判断

審査会は、異議申立人及び実施機関双方から提出された書類を踏まえて審議し

た結果、次のとおり判断した。

１ 本件対象公文書について

本件対象公文書は、職員の能力・適性を把握し、人事管理や人材育成等に資す

るために､平成○○年○月○日から同年○○月○○日までを評定期間として、異

議申立人が当時在籍した所属の所属長である○○○○○○○○○○○○○○○○

（評定者）が、被評定者である異議申立人の勤務状況や勤務成績等について、「項

目別評定欄」にＡからＥまでの５段階で評定を行い、「評価コメント記入欄」に

記載を行った上で、同じく５段階による「総合評定結果」及び「被評定者の将来

性、昇任、勤務替等についての意見」を記載したものである。

２ 本件開示請求対象個人情報の不開示情報該当性について

(1) 条例第１５条第３号は、開示しないことができる個人情報として「個人の評

価、指導、診断、選考等に関する情報であって、開示することにより、当該評

価、指導、診断、選考等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」と規

定している。

「評価、指導、診断、選考等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある」と

は、事務の性質上本人に開示することにより、事務の遂行が阻害されたり、事

務を実施する意味を失わせたり、関係者間の信頼関係を損なうおそれがあるこ

とをいい、将来の同種の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある場合を

含むものである。

(2) 勤務評定はその結果が原則開示されないことが前提であることから、評価者

の率直な評価が担保されている。このため、評価内容が全て開示されるとすれ

ば、評価者の被評価者との関係を悪化させたくないという気持ちや、被評価者

からの個別の評価についての反論・非難へのおそれから、評価者が被評価者に

不利益な記載を避ける等、適正な評価が行われなくなり、勤務評定制度の適正

な事務遂行に支障を及ぼすおそれは否定できない。

(3) ところで、人事評価制度については、近年の公務員制度改革の流れの中、国

及び各地方公共団体において公正で納得性の高い新制度を検討・導入するとの
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趣旨から平成２６年に地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）等が一部改

正され、これを受けて実施機関において、従来の勤務評定に替わる新制度とし

て業績評価と能力評価で構成する新たな人事評価制度（以下「新人事評価制度」

という。）が平成２８年度から本格的に導入された。

この新人事評価制度は、人事評価に対する公平性と客観性を確保し、職員の

納得性を高めるため、複数の者が評価を行う「複数評価者制度」を採用し、「一

次評価者（被評価者である職員に対して業務面で実質的な指導を行う立場にあ

る身近な上司）」及び「最終評価者（被評価者となる職員の職務遂行状況につ

いて指揮監督する立場にある上司）」が評価を行うこととなっている。また、

人事評価制度に対する透明性・納得性の確保を目指すことを目的に最終評価者

による評価結果の開示（フィードバック）が行われることとなった。ただし、

一次評価者の評価結果については、身近な立場の上司として、特に率直な評価

を求めていることから、その内容が開示されると関係者間の信頼関係を損なう

おそれがあるため不開示とされている。

新人事評価制度は従来の勤務評価制度とは別のものであるとも考えられる

が、新人事評価制度における能力評価の様式等を確認したところ、評価項目の

個別の評価内容に違いが見られるものの職務や服務の状況を段階方式で評価す

る点においては共通しており、評価情報として同種の性質を有していると考え

られる。

さらに、能力評価が従来の勤務評定に替わり地方公務員法第４０条に基づく

勤務成績の評定として導入されたことからすれば、能力評価と従来の勤務評定

は人事評価制度上の位置付けにおいても共通しているものと解される。

また、実施機関が「開示を前提とした勤務成績を評定し活用するための制度

上の条件整備」を自ら進めている状況にもかかわらず、従前と同様の開示支障

性を理由として不開示を継続することは、個人情報保護制度の趣旨からして疑

問があると言わざるを得ない。

(4) 勤務評定は、評定者が評定するに当たり、いかに客観的に評価しようとして

も主観的要素を排除することは困難であり、評価者と被評価者の見解の相違に

より両者の間には感情的な対立が生じる等のトラブルが発生する可能性は一般

的に否定できるものではない。

本件対象公文書を見分したところ、勤務評定書は不開示が前提であったこと

から「評価コメント記入欄」及び「被評定者の将来性、昇任、勤務替等につい

ての意見」は、評価の記述が具体的かつ直接的であり、異議申立人との見解の

相違に基づくトラブルが生じることは容易に想像できる。また、不開示という

当初の前提を覆すことは、開示されないことで率直な評価を行った評価者の勤

務評定制度に対する信頼を損ねるものでもある。

したがって「評価コメント記入欄」及び「被評定者の将来性、昇任、勤務替

等についての意見」の部分は条例第１５条第３号の開示支障性を否定できない。

なお、上記の開示支障性についての考え方は評価者又は被評価者が既に退職

している場合においても同様である。

他方「項目別評定欄」及び「総合評定結果」については、あくまで段階評価

としての結論であり、不開示としなければ評価者と被評価者とのトラブルの発

生が防止できなくなってしまうという蓋然性があるとまでは認められない。

よって、条例第１５条第３号に規定する将来の同種の事務の適正な遂行に支
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障を及ぼすおそれがあるとは言い難い。

(5) 最後に、異議申立人は、勤務評定の記録などについては、異議申立人へ口頭

で伝えられており、既に知り得ている情報であると主張するが、勤務評定実施

要領（平成○○年度版）の７．勤務評定結果の開示の項に「総合評定結果を開

示する」とあり、評価コメント欄を開示するとされてはいないことから、評価

者が評価コメント記入欄に記載された内容をそのまま伝えるとは考えにくく、

仮に、勤務評定の不開示情報が伝えられていたとしても、このことは個別的な

事例にとどまるものであると考えられる。したがって、評価コメント記入欄に

記載された内容は開示請求者が慣行として知り得る情報とは言えず、当該不開

示情報は条例第１５条第２号ただし書イには該当しないと認められる。

３ 結論

以上のことから、勤務評定書の「評価コメント記入欄」及び「被評定者の将来

性、昇任、勤務替等についての意見」を除く勤務評定結果を開示したとしても、

勤務評定事務等の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるとは認められず、条例

第１５条第３号該当性は否定される。

よって、「第１ 審査会の結論」のとおり判断する。

第６ 審査会の処理経過

審査会の処理経過は、次のとおりである。

年 月 日 処 理 内 容

平成２７年１１月１２日 諮 問

平成２８年 ２月２４日 事案審議（平成２７年度第１１回審査会）

平成２８年 ４月２７日 事案審議（平成２８年度第 １回審査会）

平成２８年 ６月２９日 事案審議（平成２８年度第 ３回審査会）

大分県情報公開・個人情報保護審査会会長及び委員

氏 名 職 業 備 考

吉 田 祐 治 弁護士 会長

城 戸 照 子 大分大学経済学部教授

池 邉 英 貴 大分県信用保証協会常勤理事

松 尾 和 行 大分合同新聞社上席執行役員

論説編集委員室長

芥 川 美佐子 大分県地域婦人団体連合会理事

貞 永 明 美 大分県医師会常任理事

野 田 伸 子 元大分市立西の台小学校長

佐 伯 圭一郎 大分県立看護科学大学看護学部教授

竹 内 敏 夫 元大分市稙田支所支所長補佐


